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 和歌山市立和歌の浦あしべ庵条例の施行期日を定める規則を公布する。 

  令和６年９月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 和歌山市規則第５２号 

和歌山市立和歌の浦あしべ庵条例の施行期日を定める規則 

和歌山市立和歌の浦あしべ庵条例（令和６年条例第２９号）の施行期日は、令和６年９月２９日と

する。 

（令和６年９月２７日掲示済）

 



           和歌山市公報（第１７８４号）  令和６年（２０２４年）１０月１日 

 

－3－ 

和歌山市告示第３７２号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和６年９月１８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和６年９月４日、同月７日及び同月１３日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和６年９月５日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和６年９月３日、同月４日及び同月１２日 

南海和歌山大学前駅周辺自転車等放置禁止区域 令和６年９月３日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和６年９月１８日掲示済） 
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和歌山市告示第３７３号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和６年９月１８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場及び木本連絡

所 

令和６年９月４日及び同月５日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和６年９月１８日掲示済） 
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和歌山市告示第３７４号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和６年９月１８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和６年９月１９日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和６年６月８日 令和６年６月１９日 

ＪＲ六十谷駅周辺自転車等

放置禁止区域 

令和６年６月１０日 令和６年６月１９日 

和歌山市内一円市道上、無

料駐輪場 

令和６年６月３日、同月４日、

同月６日、同月１０日及び同月

１２日 

令和６年６月１９日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

（令和６年９月１８日掲示済）
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和歌山市告示第３７５号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和６年９月１９日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

年度 期別 種別 備考 

令和６年度 

 

随時第４期 

第１期 

第２期 

介護保険料 督促状の指定納付期限を令和６年９月３０日に変

更する。 

（別紙省略） 

（令和６年９月１９日掲示済） 
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和歌山市告示第３７６号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書が送達

できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書は、保険総務課において保管し、送達を受けるべ

き者の申出により交付する。 

令和６年９月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 

令和６年度 後期高齢者医療保険料 

  

  

（別紙省略） 

（令和６年９月２０日掲示済） 
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和歌山市告示第３７７号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料督促状が送達できないので、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料督促状は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

令和６年９月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 備考 

令和６年度 後期高齢者医療保険料 納期は、令和６年１０月７日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和６年９月２０日掲示済）
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和歌山市告示第３７８号 

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師を指定したので、和歌山市身

体障害者福祉法に関する規則（平成１５年規則第１１号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

 

令和６年９月２０日 

                               和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

氏 名 診療科目 
診断する障害 

の種類 
医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日 

向阪 彰 内科 肢体不自由 
内科・生活習慣病 

くらしクリニック 

和歌山市東蔵前丁３９ 

キーノ和歌山３階 

令和６年 

９月１日 

                                 （令和６年９月２０日掲示済） 
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和歌山市告示第３７９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年９月２６日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

 （令和６年９月２６日掲示済）  
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和歌山市告示第３８０号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の規定による特定施設の設置許可の

申請があったので、その概要を次のとおり告示する。 

 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査結果に基づく事前評価に関する事項を

記載した書面を次のとおり縦覧に供する。 

  令和６年 ９月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 申請の概要 

（１）申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

   エヌシー環境株式会社 

   和歌山市湊１３４２番地 

   代表取締役社長 山口 悦司 

（２）工場又は事業場の名称及び所在地 

   エヌシー環境株式会社 

   和歌山市湊１３４２番地 

（３）特定施設の種類 

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２７号ヌに掲げる廃ガス洗浄施設 

（４）特定施設に関する事項 

   新たに特定施設を設置する。別表第１のとおり 

（５）汚水等の処理に関する事項 

   新たな特定施設からの汚水は産廃処理 

（６）排出水の汚染状態及び量 

   別表第２のとおり 

２ 縦覧の期間及び場所 

（１）期間 

   令和６年 ９月２６日から令和６年１０月１７日まで 

（２）場所 

   和歌山市七番丁２３番地 和歌山市役所６階 和歌山市市民環境局環境部環境政策課 

別表第１ 特定施設に関する事項 

区分 新設 

特定施設番号及び名称 第２７号ヌ 廃ガス洗浄施設 

構造 ＦＲＰ 

主要寸法 1,000mm×1,300mm×3,600mm 

能力 1.5ｋＷ 

１日当たりの使用時間 ８時間 

使用の季節的変動の有無 なし 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

項目 
通常 最大 

ｐＨ ＜１ ＜１ 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 1 1 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 1 1 

ｎ－ヘキサン抽出物質（ｍｇ／Ｌ

） 

ND ND 

全窒素（ｍｇ／Ｌ） 1 1 

全燐（ｍｇ／Ｌ） 1 1 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３） 0 0.001 
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備考 産廃処理 

別表第２ 排出水の汚染状態及び量 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

 

 

項目 

既設 

No.1総合排水 

通常 最大 

ｐＨ 6.7 8.0 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 7.0 11.0 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 7.0 15.0 

ｎ－Ｈｅｘ（ｍｇ／Ｌ） 0.2 0.2 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 3.3 5.9 

Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 0.72 1.24 

排出水の１日当たりの量（ｍ３

） 
4,437 4,950 

備考 設置に伴う変更はありません。 

（令和６年９月２６日掲示済） 
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和歌山市告示第３８１号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第８条第１項の規定による特定施設の構造等の変

更の許可の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。 

 なお、この特定施設の構造等を変更することが環境に及ぼす影響についての調査結果に基づく事前評価に関す

る事項を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。 

  令和６年 ９月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 申請の概要 

（１）申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

   エヌシー環境株式会社 

   和歌山市湊１３４２番地 

   代表取締役社長 山口 悦司 

（２）工場又は事業場の名称及び所在地 

   エヌシー環境株式会社 

   和歌山市湊１３４２番地 

（３）特定施設の種類 

変更なし 

（４）特定施設に関する事項 

   別表第１のとおり 

（５）汚水等の処理に関する事項 

   別表第２のとおり 

（６）排出水の汚染状態及び量 

   別表第３のとおり 

２ 縦覧の期間及び場所 

（１）期間 

   令和６年 ９月２６日から令和６年１０月１７日まで 

（２）場所 

   和歌山市七番丁２３番地 和歌山市役所６階 和歌山市市民環境局環境部環境政策課 

別表第１ 特定施設に関する事項 

区分 変更前（B-1･2･3C） 変更後 

特定施設番号及び名称 第２７号ハ 亜硫酸ガス冷却洗浄施設 同左 

構造 

No.1 SS400+ｺﾞﾑﾗｲ+ﾌｫｰﾑｸﾞﾗｽ+

耐火ﾚﾝｶﾞ 

No.2 SS400+ｺﾞﾑﾗｲ+耐火ﾚﾝｶﾞ 

No.3 SS400+ｺﾞﾑﾗｲ 

同左 

主要寸法 

No.1 内径 1,616mmφ×6,000mmＨ 

No.2 内径 1,620mmφ×4,500mmＨ 

No.3 内径 1,900mmφ×4,500mmＨ 

同左 

能力 

入口ガス温度 750℃ 

出口ガス温度  55℃ 

8,000Ｎｍ3/ｈ 

同左 

１日当たりの使用時間 24時間 同左 

使用の季節的変動の有無 なし 同左 

排

出

           区分 

項目 
通常 最大 通常 最大 
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水

の

汚

染

状

態 

ｐＨ 2.1 2.0 2.1 2.0 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 50 100 80 160 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 20 40 30 50 

ｎ－ヘキサン抽出物質（ｍｇ／Ｌ

） 
0.8 0.8 0.8 0.8 

全窒素（ｍｇ／Ｌ） 30 40 10 20 

全燐（ｍｇ／Ｌ） 0.5 1.5 2.0 3.0 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３） 550 600 550 600 

備考  

 

区分 変更前（C-1･2･3C） 変更後 

特定施設番号及び名称 第２７号ハ 亜硫酸ガス冷却洗浄施設 同左 

構造 

No.1 SS400+ｺﾞﾑﾗｲ+ﾌｫｰﾑｸﾞﾗｽ+

耐火ﾚﾝｶﾞ 

No.2 SS400+ｺﾞﾑﾗｲ+耐火ﾚﾝｶﾞ 

No.3 SS400+ｺﾞﾑﾗｲ 

同左 

主要寸法 

No.1 内径 1,616mmφ×6,000mmＨ 

No.2 内径 1,620mmφ×4,500mmＨ 

No.3 内径 1,900mmφ×4,500mmＨ 

同左 

能力 

入口ガス温度 600℃ 

出口ガス温度  55℃ 

8,000Ｎｍ3/ｈ 

同左 

１日当たりの使用時間 24時間 同左 

使用の季節的変動の有無 なし 同左 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

項目 
通常 最大 通常 最大 

ｐＨ 2.1 2.0 2.1 2.0 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 50 100 80 160 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 20 40 30 50 

ｎ－ヘキサン抽出物質（ｍｇ／Ｌ

） 
0.8 0.8 0.8 0.8 

全窒素（ｍｇ／Ｌ） 30 40 10 20 

全燐（ｍｇ／Ｌ） 0.5 1.5 2.0 3.0 
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汚水等の１日当たりの量（ｍ３） 400 500 550 600 

備考  

 

区分 変更前（TW-1001） 変更後 

特定施設番号及び名称 第２７号ヌ 廃ガス洗浄施設 同左 

構造 ＦＲＰ 同左 

能力 
塩化水素 

150 mg/m3→15mg/m3以下 
同左 

１日当たりの使用時間 1時間/回 ３回/日 同左 

使用の季節的変動の有無 なし 同左 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

項目 
通常 最大 通常 最大 

ｐＨ ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 1 2 1 2 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 1 1 1 1 

ｎ－ヘキサン抽出物質（ｍｇ／Ｌ

） 
ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

全窒素（ｍｇ／Ｌ） ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

全燐（ｍｇ／Ｌ） ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３） 3 3 3 4 

備考 産廃処理 排水処理設備へ排出 

 

区分 変更前（TW-1002） 変更後 

特定施設番号及び名称 第２７号ヌ 廃ガス洗浄施設 同左 

構造 ＦＲＰ 同左 

能力 
塩化水素 

150 mg/m3→15mg/m3以下 
同左 

１日当たりの使用時間 1時間/回 ３回/日 同左 

使用の季節的変動の有無 なし 同左 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

項目 
通常 最大 通常 最大 

ｐＨ ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 1 2 1 2 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 1 1 1 1 
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ｎ－ヘキサン抽出物質（ｍｇ／Ｌ

） 
ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

全窒素（ｍｇ／Ｌ） ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

全燐（ｍｇ／Ｌ） ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３） 3 3 3 4 

備考 産廃処理 排水処理設備へ排出 

 

区分 変更前（TW-201） 変更後 

特定施設番号及び名称 第２７号ハ 亜硫酸ガス冷却洗浄施設 同左 

構造 

本体 ＦＲＰ+耐酸ﾚﾝｶﾞ 

前室 SS400+Pb+テフロン 

耐酸ﾚﾝｶﾞ内張 

同左 

主要寸法 内径 1,400mmφ×9,000mmH 同左 

能力 

入口ガス温度 420℃ 

出口ガス温度  70℃ 

8,000Ｎｍ3/ｈ 

同左 

１日当たりの使用時間 ２４時間 同左 

使用の季節的変動の有無 なし 同左 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

項目 
通常 最大 通常 最大 

ｐＨ 1.5 0.5 1.5 0.5 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 2 5 3,300 4,500 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 20 40 3 5 

ｎ－ヘキサン抽出物質（ｍｇ／Ｌ

） 
ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

全窒素（ｍｇ／Ｌ） 30 40 10 15 

全燐（ｍｇ／Ｌ） 0.1 0.3 ＮＤ ＮＤ 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３） 14 14 20 22.5 

備考 産廃処理 排水処理設備へ排出 

 

区分 変更前（EP-201） 変更後 

特定施設番号及び名称 第２７号ハ 亜硫酸ガス冷却洗浄施設 同左 
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構造 

本体 ＦＲＰ 

集酸極 導電性ＦＲＰ 

放電極 Ｐｂ+Ｃｒ 

同左 

主要寸法 2,400mm×7,950mmH 同左 

能力 
50ｋＶ 60ｍＡ 

8,000Ｎｍ3/ｈ 
同左 

１日当たりの使用時間 ２４時間 同左 

使用の季節的変動の有無 なし 同左 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

項目 
通常 最大 通常 最大 

ｐＨ 1.5 0.5 1.5 0.5 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 2 5 470 650 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 20 40 15 40 

ｎ－ヘキサン抽出物質（ｍｇ／Ｌ

） 
ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

全窒素（ｍｇ／Ｌ） 30 40 30 65 

全燐（ｍｇ／Ｌ） 0.1 0.3 48 84 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３） 1 1 20 25 

備考 産廃処理 排水処理設備へ排出 

 

区分 変更前（TW-501・502） 変更後 

特定施設番号及び名称 第２７号ヌ 廃ガス洗浄施設 同左 

構造 

本体 SUS316+ＦＲＰ 

分散管 SUS316 

トレイ SUS316+充填物 

（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ） 

デミスター SUS316 

同左 

主要寸法 
多孔板塔 900mmφ×10,000mmH 

充填塔 1,400mmφ×6,000mmH 
同左 

能力 

入ガス濃度 1,624ppm 

出ガス濃度（SOX）40ppm 

除去率 97.5％ 

同左 

１日当たりの使用時間 ２４時間 同左 

使用の季節的変動の有無 なし 同左 

排

出

           区分 

項目 
通常 最大 通常 最大 



           和歌山市公報（第１７８４号）  令和６年（２０２４年）１０月１日 

 

－18－ 

水

の

汚

染

状

態 

ｐＨ 6.8 6.2 6.8 6.2 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 5,000 6,000 3,300 4,500 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 3 5 3 5 

ｎ－ヘキサン抽出物質（ｍｇ／Ｌ

） 
ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

全窒素（ｍｇ／Ｌ） 40 50 10 15 

全燐（ｍｇ／Ｌ） 0.5 1 ＮＤ ＮＤ 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３） 4 4 20 22.5 

備考 産廃処理 排水処理設備へ排出 

 

区分 変更前（2TW-201） 変更後 

特定施設番号及び名称 第２７号ハ 亜硫酸ガス冷却洗浄施設 同左 

構造 

本体 ＦＲＰ+耐酸ﾚﾝｶﾞ 

前室 SS400+Pb+テフロン 

耐酸ﾚﾝｶﾞ内張 

同左 

主要寸法 内径 1,400mmφ×9,200mmH 同左 

能力 

入口ガス温度 420℃ 

出口ガス温度  70℃ 

8,000Ｎｍ3/ｈ 

同左 

１日当たりの使用時間 ２４時間 同左 

使用の季節的変動の有無 なし 同左 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

項目 
通常 最大 通常 最大 

ｐＨ 1.5 0.5 1.5 0.5 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 2 5 250 320 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 20 40 10 60 

ｎ－ヘキサン抽出物質（ｍｇ／Ｌ

） 
ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

全窒素（ｍｇ／Ｌ） 30 40 4 10 

全燐（ｍｇ／Ｌ） 0.1 0.3 10 20 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３） 14 14 58 62 

備考 産廃処理 排水処理設備へ排出 
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区分 変更前（2EP-201） 変更後 

特定施設番号及び名称 第２７号ル 湿式集じん施設 同左 

構造 

本体 ＦＲＰ 

集酸極 導電性ＦＲＰ 

放電極 Ｐｂ+Ｃｒ 

同左 

主要寸法 2,400mm×1,700mm×7,950mm 同左 

能力 
50ｋＶ 60ｍＡ 

8,000Ｎｍ3/ｈ 
同左 

１日当たりの使用時間 ２４時間 同左 

使用の季節的変動の有無 なし 同左 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

項目 
通常 最大 通常 最大 

ｐＨ 1.5 0.5 1.5 0.5 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 2 5 470 650 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 20 40 15 40 

ｎ－ヘキサン抽出物質（ｍｇ／Ｌ

） 
ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

全窒素（ｍｇ／Ｌ） 30 40 30 65 

全燐（ｍｇ／Ｌ） 0.1 0.3 48 84 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３） 1 1 20 25 

備考 産廃処理 排水処理設備へ排出 

 

区分 変更前（SC-160） 変更後 

特定施設番号及び名称 第２７号ヌ 廃ガス洗浄施設 同左 

構造 
円筒型ＦＲＰ型 

循環タンク370L付属 
同左 

主要寸法 550mmφ×3,185mmH 同左 

能力 10ｍ3/min 同左 

１日当たりの使用時間 ８時間 同左 

使用の季節的変動の有無 なし 同左 

排

出

水

の

           区分 

項目 
通常 最大 通常 最大 

ｐＨ 7 7 7 7 
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汚

染

状

態 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 1 1 1 1 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 1 1 1 1 

ｎ－ヘキサン抽出物質（ｍｇ／Ｌ

） 
ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

全窒素（ｍｇ／Ｌ） ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

全燐（ｍｇ／Ｌ） ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３） 0 1 0 1 

備考 産廃処理 排水処理設備へ排出 

 

 

 

別表第２ 汚水等の処理に関する事項 

施設名 No.1工程排水中和処理施設（変更前） No.1工程排水中和処理施設（変更後） 

構造 ＦＲＰ製 同左 

主要寸法 1,200mmφ×7,700mmH 同左 

能力 600m3/日 800m3/日 

処理の方式 脱却＋中和 同左 

１日当たりの使用時間 24時間 同左 

使用の季節的変動の有無 なし 同左 

汚

水

等

の

汚

染

状

態 

区分 

 

項目 

通常 最大 通常 最大 

処理前 処理後 処理前 処理後 処理前 処理後 処理前 処理後 

ｐＨ 2.1 6.3 2.0 8.0 2.1 6.3 2.0 8.0 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 50 26 100 30 204 20 327 33 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 20 20 40 40 28 28 48 48 

ｎ－Ｈｅｘ（ｍｇ／Ｌ） 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 30 30 40 40 9.8 9.1 20.9 19.4 

Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 0.5 0.5 1.5 1.5 3.78 3.48 6.62 6.09 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３

） 
550 550 600 600 622 622 683 683 

 

施設名 No.2工程排水中和処理施設（変更前） No.2工程排水中和処理施設（変更後） 

構造 ＦＲＰ製 同左 

主要寸法 1,200mmφ×7,700mmH 同左 

能力 800m3/日 同左 
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処理の方式 脱却 同左 

１日当たりの使用時間 24時間 同左 

使用の季節的変動の有無 なし 同左 

汚

水

等

の

汚

染

状

態 

区分 

 

項目 

通常 最大 通常 最大 

処理前 処理後 処理前 処理後 処理前 処理後 処理前 処理後 

ｐＨ 2.1 6.3 2.0 8.0 2.1 6.3 2.0 8.0 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 50 26 100 30 204 20 327 33 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 20 20 40 40 28 28 48 48 

ｎ－Ｈｅｘ（ｍｇ／Ｌ） 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 30 30 40 40 9.8 9.1 20.9 19.4 

Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 0.5 0.5 1.5 1.5 3.78 3.48 6.62 6.09 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３

） 
400 400 500 500 622 622 683 683 

 

施設名 工程排水凝集沈殿処理施設（変更前） 工程排水凝集沈殿処理施設（変更後） 

構造 鉄製＋ＦＲＰ製 50m3 ＦＲＰ製 100m3 

主要寸法 3,300mmφ×6,000mmH 4,942mmφ×6,050mmH 

能力 1,100m3/日 2,000m3/日 

処理の方式 凝集沈殿 同左 

１日当たりの使用時間 24時間 同左 

使用の季節的変動の有無 なし 同左 

汚

水

等

の

汚

染

状

態 

区分 

 

項目 

通常 最大 通常 最大 

処理前 処理後 処理前 処理後 処理前 処理後 処理前 処理後 

ｐＨ 6.3 6.5 8.0 8.0 6.3 6.5 8.0 8.0 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 26 26 30 30 20.4 16.3 32.7 26.2 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 20 20 40 40 28 22 48 39 

ｎ－Ｈｅｘ（ｍｇ／Ｌ） 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 30 30 40 40 9.1 9.1 19.4 19.4 

Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 0.5 0.5 1.5 1.5 3.48 2.43 6.09 4.26 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３

） 
950 950 1,100 1,100 1,244 1,244 1,366 1,366 

 

施設名 No.3工程排水中和処理施設（変更前） No.3工程排水中和処理施設（変更後） 

構造 ＦＲＰ製 34m3 同左 
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主要寸法 3,000mm×9,500mm×1,200mmH 同左 

能力 1,400m3/日 2,000m3/日 

処理の方式 中和 同左 

１日当たりの使用時間 24時間 同左 

使用の季節的変動の有無 なし 同左 

汚

水

等

の

汚

染

状

態 

区分 

 

項目 

通常 最大 通常 最大 

処理前 処理後 処理前 処理後 処理前 処理後 処理前 処理後 

ｐＨ 6.5 6.7 8.0 8.0 6.5 6.7 8.0 8.0 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 26 26 30 30 16.3 16.3 26.2 26.2 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 20 20 40 40 22 22 39 39 

ｎ－Ｈｅｘ（ｍｇ／Ｌ） 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 30 30 40 40 9.1 9.1 19.4 19.4 

Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 0.5 0.5 1.5 1.5 2.43 2.43 4.26 4.26 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３

） 
950 950 1,100 1,100 1,244 1,244 1,366 1,366 

 

 

 

別表第３ 排出水の汚染状態及び量 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

 

 

項目 

既設 既設 

No.1総合排水（変更前） No.１総合排水（変更後） 

通常 最大 通常 最大 

ｐＨ 6.7 8.0 6.7 8.0 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 9.6 15.9 7 11 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 12 37 7 15 

ｎ－Ｈｅｘ（ｍｇ／Ｌ） 0.8 1.0 0.2 0.2 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 9.0 17.3 3.3 5.9 

Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 0.31 1.10 0.72 1.24 

排出水の１日当たりの量（ｍ３

） 
4,345 4,950 4,437 4,950 

備考  

                                 （令和６年９月２６日掲示済） 
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和歌山市告示第３８２号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和６年９ 

月２６日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和６年９月２６日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

１６－９０ 宮前９０号線 

和歌山市新中島１０２番３地先 

      ～ 

和歌山市新中島１０１番１地先 

旧 ５．４８ ４．２０  

新 ５．４８ ５．０５ 

（令和６年９月２６日掲示済） 
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和歌山市告示第３８３号  

 市県民税森林普通徴収督促状、市県民税森林特別徴収督促状、固定資産税・都市計画税督

促状及び軽自動車税（種別割）督促状を別紙の者に送付したところ、住所又は居所が明らか

でないため送達できないので和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定に

より告示する。  

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。  

  令和６年９月３０日  

和歌山市長   尾  花  正  啓       

（別紙省略）  

（令和６年９月３０日掲示済）
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和歌山市告示第３８４号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、督促状の送達ができないので、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 

なお、督促状は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和６年９月３０日 

                            和歌山市長  尾 花 正 啓    

年 度 期（月）別 種 別 備 考 

令和６年度 

 

第１期 

 

第２期 

 

国民健康保険料 督促状の指定納期限を令和６年１０月１０日に変更す

る。 

（別紙省略） 

（令和６年９月３０日掲示済） 
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和歌山市告示第３８５号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類の送達ができない

ので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。  

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付

する。 

  令和６年９月３０日 

                                             和歌山市長 尾 花 正 啓 

                         

 

 

    年 度 

 

 

      種    別 

 

 

        備      考 

 

令和５年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和６年１０月２４日に

変更する。 

令和６年度 国民健康保険料更生通知書 納期は、令和６年１０月２４日に

変更する。 

（別紙省略） 

（令和６年９月３０日掲示済） 
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公  告 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第２項の道路の指定を次のとおり変更したので、公告する。 

 

  令和６年９月１８日 

 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

整理番

号 

指定の年

月日 

新

旧 

指定道路の位置 指定道路の幅員

及び延長 

18-11a 昭和４６

年４月１

日 

新 和歌山市今福一丁目１０２番１の内、１０２番２、１０４番

１の内、１０４番２、１０５番１の内、１０５番２の内、１

１１番１の内、１１１番２、１１４番１の内、１１４番２の

内、１１４番４の内、１１４番６の内、１１４番８、１１７

番の内、１２１番３の内、１２１番４、１２４番１の内、１

２４番２、１２５番１の内、１２５番３、８６番の内、８７

番２の内、８９番１の内、９０番２の内、９２番１の内、９

２番２、９３番１の内、９３番２、９７番１の内、９７番

２、９８番１の内、９８番２、９９番１の内、９９番３の

内、９９番４、９９番５、１２１番３の先、１２１番４の

先、１２５番１の先、１２５番３の先、９９番１の先 

幅員 

４．０ｍ 

延長 

１０４．５５ｍ 

旧 和歌山市今福一丁目１０２番１の内、１０２番２、１０４番

１の内、１０４番２、１０５番１の内、１０５番２の内、１

１１番１の内、１１１番２、１１４番１の内、１１４番２の

内、１１４番４の内、１１４番６の内、１１４番８、１１７

番の内、１２１番３の内、１２１番４、１２４番１の内、１

２４番２、１２５番１の内、１２５番３、８６番の内、８７

番２の内、８９番１の内、９０番２の内、９２番１の内、９

２番２、９３番１の内、９３番２、９７番１の内、９７番

２、９８番１の内、９８番２、９９番１の内、９９番３の

内、９９番４、９９番５、１２１番３の先、１２１番４の

先、１２５番１の先、１２５番３の先、９９番１の先 

幅員 

４．０ｍ 

延長 

１２１．００ｍ 

（令和６年９月１８日掲示済） 
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公告 

 土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第５項の規定によ

り公告する。 

  令和６年９月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

和歌山市本脇字弓場坪２８４番４ 

  和歌山市本脇字弓場坪２８４番５ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 

 １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人 

４ 筆界案の作成者 

 和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日までの間

）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した者の確認を得

ずに調査を行う。 

（令和６年９月２０日掲示済）   
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公   告 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定

する。            

 

令和６年９月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 
指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和６年９月１８日 

和建指第２７６６号 

和歌山市鳴神字小楠５２

番１、５２番９、５２番

１０、５２番１１、５２

番１３、５２番４の一

部、５２番７の一部 

 

和歌山市太田一丁目９番

１８号 

株式会社 惠昭不動産 

代表取締役 太田 恵示 

６．００ｍ ×  ０．９９ｍ 

５．００ｍ × ３０．０９ｍ 

５．００ｍ × ２４．２０ｍ 

 

 ５５．２８ｍ 

（令和６年９月２０日掲示済） 
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公 告 

和歌山市小豆島・田屋の各一部地域内の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍

調査の結果に基づき地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告する。 

なお、当該地図及び簿冊を次のとおり一般の閲覧に供する。 

令和６年９月２４日 

 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

１ 地図及び簿冊の名称 地籍図原図及び地籍簿案 

２ 閲覧期間 令和６年９月２４日から同年１０月１５日まで（２１日間） 

３ 閲覧場所 和歌山市北コミュニティセンター（和歌山市直川３２６－７）及び和歌山市役所 地籍調査課（

和歌山市七番丁１１－１アラスカビル２階） 

４ 閲覧の結果、誤り等があると認める場合は、閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し、その旨の申出をす

ることができる。 

５ 誤り等申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 

６ 閲覧は、北コミュニティセンターにおいては令和６年９月２４日から同年１０月２日までの間（９月２７日

及び９月２９日を除く。）、午前９時３０分から午後４時までとする。和歌山市役所 地籍調査課においては

同年１０月３日から同月１５日までの間（同月５日、同月６日、同月１２日、同月１３日、及び同月１４日を

除く。）、午前９時から午後５時までとする。 

（令和６年９月２４日掲示済） 
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公  告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

令和６年９月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市吹上三丁目３番１の一部（第１工区） 

大阪府岸和田市土生町一丁目４番２３号 

フジ住宅株式会社 

代表取締役 宮脇宣綱 

（令和６年９月２４日掲示済） 
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公   告 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定

する。            

 

令和６年９月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 
指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和６年９月１９日 

和建指第２７５５号 

和歌山市園部字焼魚１３

４８番１５、１３４８番

１６、１３４８番１７、

１３６０番１、１３６０

番２７ 

大阪府泉佐野市松風台二

丁目２番３号 

有限会社 美翔ホーム 

代表取締役 岸本 俊二 

６．００ｍ × ３９．０２ｍ 

 

 

 

 

３９．０２ｍ 

（令和６年９月２４日掲示済） 
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公       告 

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１項の規定により和歌山農業振興地

域整備計画を令和６年１０月１日に変更したので、同条第４項において準用する同法第１２条の規定により公告

し、当該変更後の和歌山農業振興地域整備計画を和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課において縦覧に供す

る。 

   令和６年１０月１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓   

（令和６年１０月１日掲示済）
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 市有財産（土地）の売却について、次のとおり一般競争入札に付するので、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により公告する。 

  令和６年１０月１日 

                                           和歌山市長 尾 花 正 啓 

１ 入札により売却する物件 

物件 

番号 
所在、地番 地目 地積 最低入札予定価格 

１ 和歌山市平井字白地免８４７番１ 宅地 ６１．８３㎡ ５５６，０００円 

２ 和歌山市平井字西垣内４４５番２ 宅地 ４３．８９㎡ ３３４，０００円 

３ 和歌山市平井字西垣内４５１番１ 宅地 ８１．０９㎡ ８７５，０００円 

備考：現状有姿のままでの売却。 

個人の給水管が布設されているおそれがあります。 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

入札参加資格者は、「平井地区内における旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法

律（昭和６２年法律第２２号）第２条に規定する地域改善対策特定事業の協力者」等の個人とします（親族２

人以上の連名による入札参加も可能とします。）。 

  ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札に参加することができません。 

（１）法人 

（２）市税等を滞納している者 

（３）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定する公有財産に関する事務に従事

する和歌山市職員 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に定める者並びに同条第２項各号

のいずれかに該当する者で、その事実があった後２年を経過しないもの及びそのものを代理人、支配人そ

の他の使用人又は入札代理人として使用するもの 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴

力団員 

３ 契約条項を示す期間及び場所 

  期間 令和６年１０月１日（火）から同月１６日（水）まで   

     午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  場所 和歌山市七番丁２３番地 和歌山市役所東庁舎４階 用地課 

４ 参加申込みの受付 

期間 令和６年１０月１６日（水）から同月１７日（木）まで 

     午前９時００分から午前１１時００分まで 

  場所 和歌山市平井７２－１ 平井文化会館《平井ふれあいセンター》 

５ 入札執行の日時及び場所 

  １に示した物件について、次のとおり入札及び開札を行う。   
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物件 

番号 
日 時 

 
場 所 

１ 
令和６年１１月２６日（火）午前１１時００

分 

  

平井文化会館 

《平井ふれあいセンター

》 

（和歌山市平井７２－１

） 

２ 
令和６年１１月２６日（火）午前１１時１５

分 

 

３ 
令和６年１１月２６日（火）午前１１時３０

分 

 

６ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

  入札者は、入札しようとする金額の１００分の５以上に相当する額を入札保証金として納付するこ

と。 

  落札者は、契約締結時までに落札金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付すること。ただし、

契約締結時までに落札金額を全額納付する場合契約保証金は不要とする。 

７ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした契約の申込みの効力に関する事項 

無効とする。 

８ 入札に関する条件に違反した契約の申込みの効力に関する事項 

  無効とする。 

９ 契約の締結についての議会の議決の要否  

  否 

１０ 契約書の作成の要否  

  要 

１１ 郵便による入札書の提出の可否 

  否 

１２ その他  

詳細は市有地売払い案内による。 

（令和６年１０月１日掲示済）
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和歌山市企業局告示第３４号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事

事業者として指定を受けた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２７

条第１号の規定により告示する。 

令和６年９月１９日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

大阪府松原市岡２丁目４番２

２号 

株式会社 Mavericks 

代表取締役 平見 健二 

株 式 会 社

Mavericks 

大阪府松原市岡２丁

目４番２２号 

令和６年８月２６

日 

第６５１

号 

（令和６年９月１９日掲示済）  
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和歌山市企業局告示第３５号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事事

業者として指定の更新がされた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第

２７条第２号の規定により告示する。 

令和６年９月１９日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番

号 

大阪府堺市東区北野田９６８ 

村上水道株式会社 

代表取締役 小松 雄介 

村上水道株式

会社 

大阪府堺市東区北野

田９６８ 

平成２８年６月７

日 

第５６

３号 

（令和６年９月１９日掲示済）    

 


